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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、
　撮像手段により撮像される画像を逐次処理する処理手段と、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる送信制御手段と、
　前記逐次処理された画像を送信している通信回線に含まれる情報を、前記通信手段によ
る前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通信品質情報として取
得する取得手段と、
　被写体の種類を特定する特定手段と、
　前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び
前記処理手段による処理内容の少なくとも一方を制御し、更に、前記特定手段による特定
結果に応じて前記処理内容を制御する処理制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体としてヒトが特定された場合に、前記
処理手段により被写体の輪郭部分を表した輪郭画像を生成させるように制御することを特
徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記処理手段は、出力画像の解像度を設定する解像度設定処理を実行し、
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　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体として風景が特定された場合に、前記
処理手段による前記解像度設定処理にて設定される解像度を相対的に低解像度とするよう
に制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記処理手段は、出力画像の色に関連する条件を設定する色条件設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体として夜景が特定された場合に、前記
処理手段による前記色条件設定処理にて設定される色数を相対的に少なくするように制御
することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置を用いた撮像方法であって、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる処理と、
　前記逐次処理された画像を送信している通信回線に含まれる情報を、前記通信手段によ
る前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通信品質情報として取
得する処理と、
　被写体の種類を特定する処理と、
　取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び前記処理手段による
処理内容の少なくとも一方を制御し、更に、特定結果に応じて前記処理内容を制御する処
理と、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項６】
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置のコンピュータを、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる送信制御手段、
　前記逐次処理された画像を送信している通信回線に含まれる情報を、前記通信手段によ
る前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通信品質情報として取
得する取得手段、
　被写体の種類を特定する特定手段、
　前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び
前記処理手段による処理内容の少なくも一方を制御し、更に、前記特定手段による特定結
果に応じて前記処理内容を制御する制御する処理制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信機能を具備するデジタルカメラと、このデジタルカメラから所定の無線
通信回線を介して送信される画像データを表示部に表示するリモートコントローラとを備
えた撮影システムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この撮影システムでは、デジタルカメラにより撮像されるライブビュー画像をリモート
コントローラに送信し、その映像を表示部に表示させることで、ユーザがライブビュー画
像の内容を確認しつつ、所望のタイミングで記録指示をデジタルカメラに送信して、画像
の記録を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８－７９２３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の場合、デジタルカメラとリモートコントローラとの無
線通信の接続状態によっては、画像の撮像処理に影響を及ぼしてしまう虞がある。
【０００５】
　そこで、本願発明の課題は、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる撮像装
置、撮像方法及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る撮像装置は、
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、前記処理手段により逐次処理された画像を前記
通信手段により前記所定の通信回線を介して前記外部機器に送信させる送信制御手段と、
前記逐次処理された画像を送信している通信回線に含まれる情報を、前記通信手段による
前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通信品質情報として取得
する取得手段と、被写体の種類を特定する特定手段と、前記取得手段により取得された通
信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び前記処理手段による処理内容の少な
くとも一方を制御し、更に、前記特定手段による特定結果に応じて前記処理内容を制御す
る処理制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明に係る撮像方法は、
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置を用いた撮像方法であって、
前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介し
て前記外部機器に送信させる処理と、前記逐次処理された画像を送信している通信回線に
含まれる情報を、前記通信手段による前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信
の品質に係る通信品質情報として取得する処理と、被写体の種類を特定する処理と、取得
された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び前記処理手段による処理内
容の少なくとも一方を制御し、更に、特定結果に応じて前記処理内容を制御する処理と、
を含むことを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明に係るプログラムは、
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置のコンピュータを、前記処理
手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介して前記外
部機器に送信させる送信制御手段、前記逐次処理された画像を送信している通信回線に含
まれる情報を、前記通信手段による前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の
品質に係る通信品質情報として取得する取得手段、被写体の種類を特定する特定手段、前
記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容及び前記
処理手段による処理内容の少なくも一方を制御し、更に、前記特定手段による特定結果に
応じて前記処理内容を制御する処理制御手段、として機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用した実施形態１の撮像システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１の撮像システムを構成する撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
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【図３】図１の撮像システムを構成する携帯端末の概略構成を示すブロック図である。
【図４】図１の撮像システムによる画像送信処理に係る動作の一例を示すフローチャート
である。
【図５】図４の画像送信処理におけるライブビュー画像送信処理に係る動作の一例を示す
フローチャートである。
【図６】図４の画像送信処理における記録した動画像の送信処理に係る動作の一例を示す
フローチャートである。
【図７】本発明を適用した実施形態２の撮像システムを構成する撮像装置の概略構成を示
すブロック図である。
【図８】実施形態２の撮像システムによる画像送信処理におけるライブビュー画像送信処
理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】実施形態２の撮像システムによる画像送信処理における記録した動画像の送信処
理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明を適用した実施形態３の撮像システムを構成する撮像装置の概略構成を
示すブロック図である。
【図１１】実施形態３の撮像システムを構成する携帯端末の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図１２】実施形態３の撮像システムによる画像送信処理に係る動作の一例を示すフロー
チャートである。
【図１３】本発明を適用した実施形態４の撮像システムを構成する撮像装置の概略構成を
示すブロック図である。
【図１４】実施形態４の撮像システムによる画像送信処理におけるライブビュー画像送信
処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【図１５】図１４のライブビュー画像送信処理におけるデータ量減少処理に係る動作の一
例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
【００１３】
［実施形態１］
　図１は、本発明を適用した実施形態１の撮像システム１００の概略構成を示す図である
。
　図１に示すように、実施形態１の撮像システム１００は、撮像装置１（図２参照）と、
携帯端末２（図３参照）とを備え、撮像装置１と携帯端末２とは、無線通信回線を介して
情報通信可能に接続されている。
【００１４】
　先ず、撮像装置１について、図２を参照して説明する。
　図２は、実施形態１の撮像システム１００の構成する撮像装置１の概略構成を示すブロ
ック図である。
　図２に示すように、撮像装置１は、中央制御部１０１と、メモリ１０２と、撮像部１０
３と、画像データ処理部１０４と、記録媒体制御部１０５と、操作入力部１０６と、無線
処理部１０７と、動作制御部１０８と、電源部１０９とを備えている。
　また、中央制御部１０１、メモリ１０２、撮像部１０３、画像データ処理部１０４、記
録媒体制御部１０５、無線処理部１０７、動作制御部１０８、及び電源部１０９は、バス
ライン１１０を介して接続されている。
【００１５】
　中央制御部１０１は、撮像装置１の各部を制御するものである。具体的には、中央制御
部１０１は、図示は省略するが、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）を備え、撮像装置１用の各種処理プログ
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ラム（図示略）に従って各種の制御動作を行う。
【００１６】
　メモリ１０２は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等により構成さ
れ、中央制御部１０１の他、当該撮像装置１の各部によって処理されるデータ等を一時的
に記憶するものである。
【００１７】
　撮像部１０３は、被写体を撮像する撮像手段を構成している。具体的には、撮像部１０
３は、レンズ部１０３ａと、電子撮像部１０３ｂと、撮像制御部１０３ｃとを備えている
。
【００１８】
　レンズ部１０３ａは、例えば、ズームレンズやフォーカスレンズ等の複数のレンズから
構成されている。
　電子撮像部１０３ｂは、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Compl
ementary Metal-oxide Semiconductor）等のイメージセンサから構成され、レンズ部１０
３ａの各種レンズを通過した光学像を二次元の画像信号に変換する。
　なお、図示は省略するが、撮像部１０３は、レンズ部１０３ａを通過する光の量を調整
する絞りを備えていても良い。
【００１９】
　撮像制御部１０３ｃは、撮像部１０３による被写体の撮像を制御する。即ち、撮像制御
部１０３ｃは、図示は省略するが、タイミング発生器、ドライバなどを備えている。そし
て、撮像制御部１０３ｃは、タイミング発生器、ドライバにより電子撮像部１０３ｂを走
査駆動して、所定周期毎にレンズ部１０３ａにより結像された光学像を電子撮像部１０３
ｂにより二次元の画像信号に変換させ、当該電子撮像部１０３ｂの撮像領域から１画面分
ずつフレーム画像を読み出して画像データ処理部１０４に出力させる。
【００２０】
　画像データ処理部１０４は、被写体の画像データを生成する。
　即ち、画像データ処理部１０４は、処理手段として、撮像部１０３により撮像されるフ
レーム画像を逐次処理する。具体的には、画像データ処理部１０４は、電子撮像部１０３
ｂから転送されたフレーム画像のアナログ値の信号に対してＲＧＢの各色成分毎に適宜ゲ
イン調整した後に、サンプルホールド回路（図示略）でサンプルホールドしてＡ／Ｄ変換
器（図示略）でデジタルデータに変換し、カラープロセス回路（図示略）で画素補間処理
及びγ補正処理を含むカラープロセス処理を行った後、デジタル値の輝度信号Ｙ及び色差
信号Ｃｂ，Ｃｒ（ＹＵＶデータ）を生成する。
【００２１】
　また、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａを具備し、この解像度設定部
１０４ａは、フレーム画像（出力画像）のＹＵＶデータの解像度を設定する解像度設定処
理を行う。
　具体的には、解像度設定部１０４ａは、例えば、ライブビュー画像や動画像の各フレー
ム画像のＹＵＶデータを水平及び垂直ともに拡大・縮小する際の倍率を規定する解像度（
例えば、ＶＧＡやＱＶＧＡサイズ等）を設定する。画像データ処理部１０４は、解像度設
定部１０４ａにより設定された解像度に従って各フレーム画像のＹＵＶデータを生成して
、生成された所定の解像度の画像データをメモリ１０２に出力する。
【００２２】
　なお、画像を記録する際には、画像データ処理部１０４は、被写体のＹＵＶデータを所
定の符号化方式（例えば、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、ＭＰＥＧ形式等）に
従って圧縮して、記録媒体制御部１０５に出力する。
　また、携帯端末２からの要求により、画像を再生表示する場合には、画像データ処理部
１０４は、記録媒体制御部１０５により記録媒体１０５ａから読み出された表示対象に係
る静止画像や動画像の画像データを対応する所定の符号化方式に従って復号して、無線処
理部１０７及び通信アンテナ１０７ａに出力する。出力された画像データは通信アンテナ
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１０７ａを介して携帯端末２に送信される。尚、送信要求を送った携帯端末２と画像デー
タの送信先である携帯端末２は同一である必要は無く、送信要求を送った側の携帯端末２
側での操作で画像データの送信先を指定することもできる。
【００２３】
　記録媒体制御部１０５は、記録媒体１０５ａが着脱自在に構成され、装着された記録媒
体１０５ａからのデータの読み出しや記録媒体１０５ａに対するデータの書き込みを制御
する。
　即ち、記録媒体制御部１０５は、画像データ処理部１０４の符号化部（図示略）により
所定の圧縮形式（例えば、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、ＭＰＥＧ形式等）で
符号化された記録用の画像データを記録媒体１０５ａの所定の記録領域に記録させる。
　なお、記録媒体１０５ａは、例えば、不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）等により構
成されている。
【００２４】
　操作入力部１０６は、当該撮像装置１の所定操作を行うためのものであり、例えば、装
置本体の電源のＯＮ／ＯＦＦに係る電源ボタン、被写体の撮像指示に係るシャッタボタン
、撮像モードや機能等の選択指示に係る選択決定ボタン、ズーム量の調整指示に係るズー
ムボタン（何れも図示略）等を備えている。そして、操作入力部１０６は、各ボタンの操
作に応じて所定の操作信号を中央制御部１０１に出力する。
【００２５】
　無線処理部１０７は、所定の無線通信回線を介して接続された携帯端末２等の外部機器
との情報の通信制御を行う。
　即ち、無線処理部１０７は、所定の通信回線を介して通信する通信手段を構成し、例え
ば、無線ＬＡＮモジュール等を備えている。具体的には、無線処理部１０７は、通信アン
テナ１０７ａと、通信品質取得部１０７ｂとを具備し、例えば、外部のアクセスポイント
（固定基地局）を経由せずに直接携帯端末２の無線処理部２０３との間で無線通信回線を
構築するPeer to Peer（アドホックモード）で動作する。このアドホックモードでは、例
えば、予め当該無線通信回線の通信方式、暗号化情報、チャンネル、ＩＰアドレス等の各
種の通信制御情報を設定しておく。そして、無線処理部１０７は、無線通信可能範囲内に
存し、共通の通信制御情報が設定されている携帯端末（外部機器）２の無線処理部２０３
との間で無線通信を行う。
　なお、無線処理部１０７は、例えば、記録媒体１０５ａに内蔵された構成であっても良
いし、当該装置本体に所定のインタフェース（例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）
等）を介して接続された構成であっても良い。
【００２６】
　通信アンテナ１０７ａは、無線通信可能範囲内に存する外部機器との間で無線ＬＡＮ（
Local Area Network）等の所定の無線通信回線を介して信号の送受信を行う。具体的には
、通信アンテナ１０７ａは、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity；登録商標）通信
を行う携帯端末２の無線処理部２０３から定期的に送信されるビーコンパケットを受信す
る。
　ここで、ビーコンパケットには、識別信号（例えば、ESS-ID（Extended Service Set I
dentifier）、BSS-ID（Basic Service Set Identifier）、ＭＡＣ（Media Access Contro
l）アドレス等）や、受信信号強度（例えば、RSSI（Received Signal Strength Indicati
on）等）が含まれている。
【００２７】
　通信品質取得部１０７ｂは、所定の無線通信回線を介した外部機器との無線通信の品質
に係る通信品質情報を取得する。
　即ち、通信品質取得部１０７ｂは、取得手段として、無線ＬＡＮ（Local Area Network
）等の所定の通信回線を介した無線処理部１０７と携帯端末２の無線処理部２０３との通
信の品質に係る通信品質情報を取得する。ここで、通信品質情報には、例えば、携帯端末
２の無線処理部２０３から送信され通信アンテナ１０７ａにより受信されたビーコンパケ
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ットの受信信号強度や、当該ビーコンパケットの受信の際のノイズ量等が含まれる。
　つまり、携帯端末２の無線処理部２０３からは一定の出力強度で信号が出力されている
ため、当該携帯端末２の無線処理部２０３までの距離が近いほど受信信号強度が大きくな
り、無線通信の品質が相対的に良いと考えられる。これに対して、携帯端末２の無線処理
部２０３までの距離が遠いほど受信信号強度が小さくなり、無線通信の品質が相対的に悪
いと考えられる。
　また、携帯端末２の無線処理部２０３までの距離が近いほど、或いは、チャネル干渉が
少ないほど、ノイズが少なくなり、無線通信の品質が相対的に良いと考えられる。これに
対して、携帯端末２の無線処理部２０３までの距離が遠いほど、或いは、チャネル干渉が
多いほど、受信信号強度が小さくなり、無線通信の品質が相対的に悪いと考えられる。
　なお、通信品質情報として例示した受信信号強度やノイズ量は、一例であってこれらに
限られるものではなく、適宜任意に変更可能である。
【００２８】
　なお、通信ネットワークＮは、例えば、専用線や既存の一般公衆回線を利用して構築さ
れた通信ネットワークであり、ＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Netw
ork）等の様々な回線形態を適用することが可能である。また、通信ネットワークＮには
、例えば、電話回線網、ＩＳＤＮ回線網、専用線、移動体通信網、通信衛星回線、ＣＡＴ
Ｖ回線網等の各種通信回線網と、それらを接続するインターネットサービスプロバイダ等
が含まれる。
【００２９】
　動作制御部１０８は、送信制御部１０８ａと、処理制御部１０８ｂとを具備している。
　なお、動作制御部１０８の各部は、例えば、所定のロジック回路から構成されているが
、当該構成は一例であってこれに限られるものではない。
【００３０】
　送信制御部１０８ａは、画像データ生成部により生成された画像データを無線処理部１
０７により携帯端末２に送信させる。
　即ち、送信制御部１０８ａは、送信制御手段として、画像データ処理部により逐次処理
された画像データを無線処理部１０７により所定の通信回線を介して外部機器に送信させ
る。具体的には、送信制御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２か
ら画像データ処理部１０４により生成された所定の解像度のフレーム画像の画像データを
取得させ、当該画像データを所定の無線通信回線を介して携帯端末２に送信させる。
【００３１】
　処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による処理内容を変更する。
　即ち、処理制御部１０８ｂは、処理制御手段として、通信品質取得部１０７ｂにより取
得された通信品質情報に基づいて、画像データ処理部１０４による処理内容を制御する。
　具体的には、処理制御部１０８ｂは、解像度設定処理にて設定される解像度を変更する
。例えば、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信の品質
が相対的に良い場合には、伝送速度（スループット）を十分に確保することができる。そ
こで、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に高解像度の画像デ
ータ（例えば、ＶＧＡサイズの画像データ等）の生成処理に必要な電圧の電源部１０９か
らの印加を指示する信号を電源部１０９に出力するとともに、相対的に高解像度の画像デ
ータの生成を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
　これに対して、例えば、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る
無線通信の品質が相対的に悪い場合には、伝送速度を十分に確保することができないので
、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じる。そこで、
処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に低解像度の画像データ（
例えば、ＱＶＧＡサイズの画像データ等）の生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの
印加を指示する信号を電源部１０９に出力するとともに、相対的に低解像度の画像データ
の生成を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
　なお、画像データ処理部１０４による処理内容は、各処理の実行に必要な電力量が異な
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り、例えば、解像度設定処理にて設定されるフレーム画像のＹＵＶデータの解像度に応じ
て変化する。具体的には、例えば、相対的に高解像度の画像データ（例えば、ＶＧＡサイ
ズの画像データ等）を生成すると、相対的に低解像度の画像データ（例えば、ＱＶＧＡサ
イズの画像データ等）を生成する場合に比べて、必要な電力量が増大する。つまり、通信
品質情報に係る無線通信の品質が相対的に良い場合には、画像データ処理部１０４に相対
的に多くの電力量を割くことができる一方で、通信品質情報に係る無線通信の品質が相対
的に悪い場合には、画像データ処理部１０４に相対的に多くの電力量を割くことができな
い、つまり、無線処理部１０７による安定した無線通信の確保に通常以上の電力が必要と
なる。
【００３２】
　電源部１０９は、当該装置本体を構成する各部に電源を供給する。
　即ち、電源部１０９は、電源を供給する電源供給手段を構成し、例えば、各種方式の充
電池（例えば、リチウムイオン電池、ニッケル・水素充電池等）を具備している。つまり
、電源部１０９は、最大限供給可能な電源容量が所定量に限定されている。
【００３３】
　次に、携帯端末２について、図３を参照して説明する。
　図３は、実施形態１の撮像システム１００の構成する携帯端末の概略構成を示すブロッ
ク図である。
　図３に示すように、携帯端末２は、中央制御部２０１と、メモリ２０２と、無線処理部
２０３と、画像データ処理部２０４と、表示部２０５と、記録媒体制御部２０６と、操作
入力部２０７とを備えている。
　また、中央制御部２０１、メモリ２０２、無線処理部２０３、画像データ処理部２０４
、表示部２０５及び記録媒体制御部２０６は、バスライン２０８を介して接続されている
。
【００３４】
　中央制御部２０１は、携帯端末２の各部を制御するものである。具体的には、中央制御
部２０１は、図示は省略するが、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）を備え、携帯端末２用の各種処理プログ
ラム（図示略）に従って各種の制御動作を行う。
【００３５】
　メモリ２０２は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等により構成さ
れ、中央制御部２０１の他、当該携帯端末２の各部によって処理されるデータ等を一時的
に記憶するものである。
【００３６】
　無線処理部２０３は、所定の無線通信回線を介して接続された撮像装置１等の外部機器
との情報の通信制御を行う。
　即ち、無線処理部２０３は、所定の無線通信回線を介して通信する無線通信手段を構成
し、例えば、通信アンテナ２０３ａを具備する無線ＬＡＮモジュール等を備えている。具
体的には、無線処理部２０３は、撮像装置１の無線処理部１０７と同様に、外部のアクセ
スポイント（固定基地局）を経由せずに直接撮像装置１の無線処理部１０７との間で無線
通信回線を構築するPeer to Peer（アドホックモード）で動作する。このアドホックモー
ドでは、撮像装置１の無線処理部１０７と同様に、例えば、予め当該無線通信回線の通信
方式、暗号化情報、チャンネル、ＩＰアドレス等の各種の通信制御情報を設定しておく。
そして、無線処理部２０３は、無線通信可能範囲内に存し、共通の通信制御情報が設定さ
れている撮像装置（外部機器）１の無線処理部１０７との間で無線通信を行う。
　例えば、無線処理部２０３は、撮像装置１の無線処理部１０７から所定の無線通信回線
を介して送信されたフレーム画像の画像データを通信アンテナ２０３ａにより受信して、
画像データ処理部２０４に出力する。
　なお、無線処理部２０３は、例えば、記録媒体２０６ａに内蔵された構成であっても良
いし、当該装置本体に所定のインタフェース（例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）
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等）を介して接続された構成であっても良い。
【００３７】
　画像データ処理部２０４は、無線処理部２０３により受信されたフレーム画像の画像デ
ータに対して、各種処理（例えば、解像度変換処理等）を施して、表示部２０５に出力す
る。このとき、画像データ処理部２０４は、例えば、無線処理部２０３により受信された
画像データを表示パネル２０５ａの表示解像度等に基づいて所定サイズに拡大縮小して表
示制御部２０５ｂに出力しても良い。
　なお、画像を記録する際には、画像データ処理部２０４は、画像データを所定の符号化
方式（例えば、ＪＰＥＧ形式、モーションＪＰＥＧ形式、ＭＰＥＧ形式など）に従って圧
縮して、記録媒体制御部２０６に出力する。
【００３８】
　表示部２０５は、例えば、ＬＣＤ等を具備し、中央制御部２０１のＣＰＵの制御下にて
各種情報を表示画面に表示する。
　具体的には、表示部２０５は、例えば、撮像装置１から送信され無線処理部２０３によ
り受信されたフレーム画像の画像データに基づいて、対応するライブビュー画像や動画像
等を、再生モードにおいては、記録媒体１０５ａに格納された画像を転送させ、表示画面
に表示する。
【００３９】
　記録媒体制御部２０６は、記録媒体２０６ａが着脱自在に構成され、装着された記録媒
体２０６ａからのデータの読み出しや記録媒体２０６ａに対するデータの書き込みを制御
する。
　即ち、記録媒体制御部２０６は、ユーザによる操作入力部２０７の所定操作に対応する
画像の記録指示に基づいて、無線処理部２０３により受信された所定の解像度の画像デー
タを記録媒体２０６ａの所定の記録領域に記録させる。
　なお、記録媒体２０６ａは、例えば、不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）等により構
成されている。
【００４０】
　操作入力部２０７は、当該携帯端末２の所定操作を行うためのものであり、例えば、装
置本体の電源のＯＮ／ＯＦＦに係る電源ボタン、被写体の撮像指示に係るシャッタボタン
、撮像モードや機能等の選択指示に係る選択決定ボタン、ズーム量の調整指示に係るズー
ムボタン（何れも図示略）等を備えている。そして、操作入力部２０７は、各ボタンの操
作に応じて所定の操作信号を中央制御部２０１に出力する。
【００４１】
　次に、実施形態１の撮像システム１００による画像送信処理について、図４～図６を参
照して説明する。
　図４は、撮像システム１００による画像送信処理に係る動作の一例を示すフローチャー
トである。
【００４２】
　なお、以下に説明する画像送信処理は、撮像装置１と携帯端末２との協働により行われ
る処理であるが、主として撮像装置１による各処理について説明する。また、撮像装置１
は、ユーザ所望の構図及び画角となるように撮像部１０３の各部が調整されて、所定位置
に設置されているのが好ましい。
【００４３】
＜画像送信処理＞
　図４に示すように、撮像装置１にあっては、中央制御部１０１のＣＰＵは、無線処理部
１０７により携帯端末２と所定の無線通信回線（例えば、無線ＬＡＮ等）を介して無線通
信可能に接続されているか否かを判定する（ステップＳ１）。即ち、中央制御部１０１の
ＣＰＵは、無線処理部１０７が所定の無線通信回線を介して携帯端末２の無線処理部２０
３と情報通信可能に接続されているか否かを判定する。
【００４４】
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　ステップＳ１にて、携帯端末２と無線通信可能に接続されていないと判定されると（ス
テップＳ１；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、ユーザによる操作入力部１０６の電
源ボタンのＯＦＦ操作に対応する電源ＯＦＦ指示が入力されたか否かを判定する（ステッ
プＳ２）。
　ここで、電源ＯＦＦ指示が入力されていないと判定されると（ステップＳ２；ＮＯ）、
中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステップＳ１に戻し、上記の判定処理を所定のタイ
ミングで繰り返し実行する（ステップＳ１）。
【００４５】
　一方、ステップＳ１にて、携帯端末２と無線通信可能に接続されていると判定されると
（ステップＳ１；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、動画像の記録開始指示が検出
されたか否かを判定する（ステップＳ３）。即ち、ユーザによる携帯端末２の操作入力部
２０７のシャッタボタンの所定操作に対応する動画像の記録開始指示が無線処理部２０３
から送信されて（ステップＳ４）、所定の無線通信回線を介して無線処理部１０７により
受信されたか否かに応じて、中央制御部１０１のＣＰＵは、動画像の記録開始指示が検出
されたか否かを判定する（ステップＳ３）。
　ステップＳ３にて、動画像の記録開始指示が検出されないと判定されると（ステップＳ
３；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、ライブビュー画像送信処理（図５参照）の実
行を制御する（ステップＳ５）。その一方で、動画像の記録開始指示が検出されたと判定
されると（ステップＳ３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、記録した動画像の送
信処理（図６参照）の実行を制御する（ステップＳ６）。
【００４６】
＜ライブビュー画像送信処理＞
　以下に、ライブビュー画像送信処理について図５を参照して説明する。
　図５は、画像送信処理におけるライブビュー画像送信処理に係る動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【００４７】
　図５に示すように、先ず、撮像部１０３は、ライブビュー用としての画像の撮像を開始
する（ステップＳ２１）。即ち、撮像制御部１０３ｃは、レンズ部１０３ａにより結像さ
れた光学像から電子撮像部１０３ｂにより変換された二次元の画像信号を、当該電子撮像
部１０３ｂの撮像領域から所定の撮像フレームレートで１画面分ずつ読み出してライブビ
ュー画像の各フレーム画像を生成する。
　続けて、通信品質取得部１０７ｂは、所定の無線通信回線を介した無線処理部１０７と
携帯端末２の無線処理部２０３との通信品質情報を取得する（ステップＳ２２）。具体的
には、通信品質取得部１０７ｂは、ビーコンパケットの受信信号強度や、当該ビーコンパ
ケットの受信の際のノイズ量等を通信品質情報として取得する。
【００４８】
　次に、中央制御部１０１のＣＰＵは、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品
質情報に基づいて、無線処理部１０７による携帯端末２との所定の無線通信回線を介した
無線接続が解除されたか否かを判定する（ステップＳ２３）。
　ここで、携帯端末２との無線接続が解除されていないと判定されると（ステップＳ２３
；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信
品質情報に基づいて処理を分岐させる（ステップＳ２４）。具体的には、中央制御部１０
１のＣＰＵは、通信品質情報に係る無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４
；悪い）、処理をステップＳ２５１に移行させ、また、通信品質情報に係る無線通信の品
質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、処理をステップＳ２６１に移行させる
。
【００４９】
＜無線通信の品質が悪い場合＞
　無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４；悪い）、伝送速度を十分に確保
することができない（例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ未満程度となる）ので、携帯端末
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２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じ、処理制御部１０８ｂは
、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０４ａに、各フレーム画像のＹＵＶデータの
解像度としてＱＶＧＡサイズを設定させる（ステップＳ２５１）。また、処理制御部１０
８ｂは、解像度設定部１０４ａによる相対的に低解像度の画像データの生成処理に必要な
電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度（
ＱＶＧＡサイズ）に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び
垂直ともに縮小して、ＱＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ１０２に出力する
（ステップＳ２５２）。
【００５０】
＜無線通信の品質が良い場合＞
　無線通信の品質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、伝送速度を十分に確保
することができる（例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ以上程度となる）ので、処理制御部
１０８ｂは、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０４ａに、各フレーム画像のＹＵ
Ｖデータの解像度としてＶＧＡサイズを設定させる（ステップＳ２６１）。また、処理制
御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に高解像度の画像データの生成処
理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度（
ＶＧＡサイズ）に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び垂
直ともに縮小して、ＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ１０２に出力する（ス
テップＳ２６２）。
【００５１】
　その後、送信制御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２から画像
データ処理部１０４により生成されたライブビュー画像の所定の解像度の各フレーム画像
のＹＵＶデータを取得させ、当該ＹＵＶデータを所定の無線通信回線を介して携帯端末２
に送信させる（ステップＳ２７）。
【００５２】
　一方、ステップＳ２３にて、携帯端末２との無線接続が解除されたと判定されると（ス
テップＳ２３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、撮像部１０３による画像の撮像
を停止させた後（ステップＳ２８）、電源部１０９に無線処理部１０７に対する電源供給
を停止させる（ステップＳ２９）。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、図示しない計時部を制御して、無線処理部１０
７による次回の起動タイミング、即ち、外部機器の探索のタイミング（例えば、現在の時
刻から３分後等）を設定する（ステップＳ３０）。
【００５３】
　当該ライブビュー画像送信処理は、終了指示や他の処理（例えば、記録した動画像の送
信処理等）の開始指示が入力されるまで、繰り返し実行される。
【００５４】
＜記録した動画像の送信処理＞
　以下に、記録した動画像の送信処理について図６を参照して説明する。
　図６は、画像送信処理における記録した動画像の送信処理に係る動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【００５５】
　なお、以下に説明する記録した動画像の送信処理は、以下に詳細に説明する以外の点で
上記ライブビュー画像送信処理と略同様であり、詳細な説明は省略する。
【００５６】
　図６に示すように、先ず、撮像部１０３は、動画像の記録を開始する（ステップＳ３１
）。即ち、撮像制御部１０３ｃは、レンズ部１０３ａにより結像された光学像から電子撮
像部１０３ｂにより変換された二次元の画像信号を、当該電子撮像部１０３ｂの撮像領域
から所定の撮像フレームレートで１画面分ずつ読み出して動画像の各フレーム画像を生成
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する。また、画像データ処理部１０４は、電子撮像部１０３ｂから転送された各フレーム
画像からモーションＪＰＥＧ形式の記録用の画像データを生成して、記録媒体制御部１０
５は、生成された記録用の画像データを記録媒体１０５ａに記録させる。
　なお、撮像装置１により撮像された動画像の画像データは、当該撮像装置１と所定の無
線通信回線を介して接続された携帯端末２の記録媒体２０６ａに記録させるようにしても
良い。
【００５７】
　続けて、通信品質取得部１０７ｂは、上記ライブビュー画像送信処理と同様に、所定の
無線通信回線を介した無線処理部１０７と携帯端末２の無線処理部２０３との通信品質情
報を取得する（ステップＳ２２）。
　次に、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記ライブビュー画像送信処理と同様に、通信品
質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に基づいて、無線処理部１０７による携
帯端末２との所定の無線通信回線を介した無線接続が解除されたか否かを判定する（ステ
ップＳ２３）。
　ここで、携帯端末２との無線接続が解除されていないと判定されると（ステップＳ２３
；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記ライブビュー画像送信処理と同様に、通信
品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に基づいて処理を分岐させる（ステッ
プＳ２４）。
【００５８】
＜無線通信の品質が悪い場合＞
　無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４；悪い）、上記ライブビュー画像
送信処理と同様に、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０
４ａに、各フレーム画像のＹＵＶデータの解像度としてＱＶＧＡサイズを設定させる（ス
テップＳ２５１）。また、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的
に低解像度の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信
号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度（
ＱＶＧＡサイズ）に従って動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び垂直ともに
縮小して、ＱＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ１０２に出力する（ステップ
Ｓ２５２）。
【００５９】
＜無線通信の品質が良い場合＞
　無線通信の品質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、上記ライブビュー画像
送信処理と同様に、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０
４ａに、各フレーム画像のＹＵＶデータの解像度としてＶＧＡサイズを設定させる（ステ
ップＳ２６１）。また、処理制御部１０８ｂは、解像度設定部１０４ａによる相対的に高
解像度の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を
電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度（
ＶＧＡサイズ）に従って動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び垂直ともに縮
小して、ＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ１０２に出力する（ステップＳ２
６２）。
【００６０】
　その後、送信制御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２から画像
データ処理部１０４により生成された動画像の所定の解像度の各フレーム画像のＹＵＶデ
ータを取得させ、当該ＹＵＶデータを所定の無線通信回線を介して携帯端末２に送信させ
る（ステップＳ３２）。
【００６１】
　一方、ステップＳ２３にて、携帯端末２との無線接続が解除されたと判定されると（ス
テップＳ２３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記ライブビュー画像送信処理
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と同様に、電源部１０９に無線処理部１０７に対する電源供給を停止させる（ステップＳ
２９）。つまり、記録媒体制御部１０５に対する電源供給は停止されないため、動画像の
画像データの記録は継続して行われる。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記ライブビュー画像送信処理と同様に、図示
しない計時部を制御して、無線処理部１０７による次回の起動タイミング、即ち、外部機
器の探索のタイミングを設定する（ステップＳ３０）。
【００６２】
　上記の記録した動画像の送信処理は、終了指示や他の処理（例えば、ライブビュー画像
送信処理等）の開始指示が入力されるまで、繰り返し実行される。
【００６３】
　以上のように、実施形態１の撮像システム１００によれば、撮像装置１は、画像データ
処理部１０４により逐次処理された画像を無線処理部１０７により外部機器に送信する画
像送信処理にて、無線処理部１０７による所定の無線通信回線を介した外部機器との無線
通信の品質に係る通信品質情報を取得して、当該通信品質情報に基づいて、画像データ処
理部１０４による処理内容を制御するので、通信の品質を考慮して画像データ処理部１０
４による処理内容を変更することができる。つまり、無線通信の品質に応じて伝送速度（
スループット）が変化することから、例えば、無線通信の品質が相対的に悪い場合には、
無線通信の品質が相対的に良い場合よりも、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデー
タ量を減少させるように画像データ処理部１０４による処理内容を変更することができ、
画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
　具体的には、通信品質情報に基づいて、解像度設定処理にて設定される出力画像の解像
度を変更することで、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を増減させること
ができ、フレーム画像の無線通信に対する影響の軽減を図ることができる。このとき、携
帯端末２に送信されるフレーム画像の解像度が低くなっても、撮像中の画像の状態をユー
ザはある程度把握することができ、画像の撮像に対する影響は軽減される。
【００６４】
　また、画像データ処理部１０４による処理内容を必要な電力量に応じて制御することで
、例えば、無線通信の品質が相対的に悪い場合には、無線通信の品質が相対的に良い場合
よりも無線処理部１０７による安定した無線通信の確保に電力が必要となり、画像データ
処理部１０４に相対的に多くの電力量を割くことができなくなる。そこで、画像データ処
理部１０４による処理内容として必要な電力量が相対的に少ないものに変更することで、
画像の撮像及び無線通信に対する影響の軽減を図ることができる。
【００６５】
　なお、上記実施形態１では、画像データ処理部１０４が、各フレーム画像のＹＵＶデー
タの解像度を設定するようにしたが、例えば、撮像制御部１０３ｃが、電子撮像部１０３
ｂの撮像領域のうち、所定領域（例えば、中央領域等）のみからフレーム画像を読み出さ
せるようにすることで、各フレーム画像のＹＵＶデータの解像度を変更するようにしても
良い。
【００６６】
［実施形態２］
　以下に、実施形態２の撮像システムについて説明する。
　実施形態２の撮像システムを構成する撮像装置３０１は、以下に詳細に説明する以外の
点で上記実施形態１の撮像装置１と略同様の構成をなし、詳細な説明は省略する。
【００６７】
　図７は、本発明を適用した実施形態２の撮像システムを構成する撮像装置３０１の概略
構成を示すブロック図である。
　図７に示すように、実施形態２の撮像装置３０１の画像データ処理部１０４は、フレー
ムレート設定部１０４ｂと、色条件設定部１０４ｃと、画像処理内容設定部１０４ｄとを
具備している。
【００６８】
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　フレームレート設定部１０４ｂは、撮像部１０３により撮像されるフレーム画像を処理
する際のフレームレートを設定するフレームレート設定処理を行う。
　具体的には、フレームレート設定部１０４ｂは、例えば、撮像部１０３から逐次転送さ
れてくるライブビュー画像や動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータの処理タイミングと
して、相対的に高速なフレームレートや相対的に低速なフレームレートを設定する。画像
データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４ｂにより設定されたフレームレート
に従って所定のタイミングで（時間間隔を空けて）各フレーム画像のＹＵＶデータを生成
して、生成された画像データをメモリ１０２に出力する。
　ここで、フレームレート設定処理にて設定されるフレームレートは、無線通信回線を介
して携帯端末２に転送されるフレーム画像のフレームレートに相当する。なお、当該フレ
ームレートに対して、電子撮像部１０３ｂの撮像領域からフレーム画像を読み出すタイミ
ングを規定する撮像フレームレートは十分に高速となっている。
【００６９】
　色条件設定部１０４ｃは、撮像部１０３により撮像されるフレーム画像の色に関連する
条件を設定する色条件設定処理を行う。
　具体的には、色条件設定部１０４ｃは、例えば、撮像部１０３から逐次転送されてくる
ライブビュー画像や動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対する画像処理における、
色に関連する条件を設定する。例えば、色条件設定部１０４ｃは、各フレーム画像の色数
を減少させるために、二値化処理を施して白黒画像を生成することを決定したり、各フレ
ーム画像の色情報量を減少させるために、所定の符号化方式（例えば、ＪＰＥＧ形式）に
おける色に関連する処理（例えば、色差信号の圧縮率等）の内容を決定する。画像データ
処理部１０４は、色条件設定部１０４ｃにより設定された色に関連する条件に従って各フ
レーム画像のＹＵＶデータを生成して、生成された画像データをメモリ１０２に出力する
。
【００７０】
　画像処理内容設定部１０４ｄは、撮像部１０３により撮像されるフレーム画像に対する
画像処理の内容を設定する画像処理内容設定処理を行う。
　即ち、画像データ処理部１０４は、撮像部１０３ｃから逐次転送されてくるライブビュ
ー画像や動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対して各種の画像処理（例えば、エッ
ジ抽出処理等）を行うことで、データ量が減少された画像データを生成する。このとき、
画像処理内容設定部１０４ｄは、例えば、各フレーム画像のデータ量を変更するために、
各フレーム画像のＹＵＶデータに対する画像処理の内容を設定する。
　画像データ処理部１０４は、画像処理内容設定部１０４ｄにより設定された画像処理の
内容に従って当該画像処理後の各フレーム画像（例えば、エッジ抽出処理後の輪郭画像等
）のＹＵＶデータを生成して、生成された画像データをメモリ１０２に出力する。
【００７１】
　そして、動作制御部１０８の処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１０７ｂにより取
得された通信品質情報に基づいて、画像データ処理部１０４のフレームレート設定部１０
４ｂによるフレームレート設定処理にて設定されるフレームレートを変更する。
　即ち、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信の品質が
相対的に良い場合には、伝送速度（スループット）を十分に確保することができる。そこ
で、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に高速のフレームレー
ト（例えば、３０ｆｐｓ等）での画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９から
の印加を指示する信号を電源部１０９に出力するとともに、相対的に高速のフレームレー
トでの画像データの生成を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
　これに対して、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信
の品質が相対的に悪い場合には、伝送速度を十分に確保することができないので、携帯端
末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じる。そこで、処理制御
部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に低速のフレームレート（例えば、
１５ｆｐｓ等）での画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示
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する信号を電源部１０９に出力するとともに、相対的に低速のフレームレート（例えば、
１５ｆｐｓ等）での画像データの生成を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力す
る。
【００７２】
　また、処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報
に基づいて、画像データ処理部１０４の色条件設定部１０４ｃによる色条件設定処理にて
設定される色に関連する条件を変更する。
　即ち、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信の品質が
相対的に良い場合には、伝送速度を十分に確保することができる。そこで、処理制御部１
０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に色数の多い画像（例えば、カラー画像
等）の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電
源部１０９に出力するとともに、相対的に色数の多い画像の画像データの生成を指示する
信号を画像データ処理部１０４に出力する。
　これに対して、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信
の品質が相対的に悪い場合には、伝送速度を十分に確保することができないので、携帯端
末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じる。そこで、処理制御
部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に色数の少ない画像（例えば、白黒
画像等）の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号
を電源部１０９に出力するとともに、相対的に色数の少ない画像の画像データの生成を指
示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
【００７３】
　また、処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報
に基づいて、画像データ処理部１０４の画像処理内容設定部１０４ｄによる画像処理内容
設定処理にて設定される画像処理の内容を変更する。
　即ち、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信の品質が
相対的に良い場合には、伝送速度を十分に確保することができる。そこで、処理制御部１
０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的にデータ量が多い画像（例えば、カラー
画像等）を生成するための画像処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信
号を電源部１０９に出力するとともに、相対的にデータ量が多い画像を生成するための画
像処理の実行を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
　これに対して、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信
の品質が相対的に悪い場合には、伝送速度を十分に確保することができないので、携帯端
末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じる。そこで、処理制御
部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的にデータ量が少ない画像（例えば、
輪郭画像等）を生成するための画像処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示す
る信号を電源部１０９に出力するとともに、相対的にデータ量が少ない画像を生成するた
めの画像処理の実行を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力する。
【００７４】
　なお、フレームレート設定処理、色条件設定処理、画像処理内容設定処理の内容は、上
記実施形態１と同様に、各処理の実行に必要な電力量が異なる。
　即ち、例えば、相対的に高速のフレームレート（例えば、３０ｆｐｓ等）で画像データ
を生成すると、相対的に低速のフレームレート（例えば、１５ｆｐｓ等）で画像データを
生成する場合に比べて、必要な電力量が増大する。また、例えば、相対的に色数の多い画
像（例えば、カラー画像等）の画像データを生成すると、相対的に色数の少ない画像（例
えば、白黒画像等）の画像データを生成する場合に比べて、必要な電力量が増大する。ま
た、例えば、相対的にデータ量が多い画像（例えば、カラー画像等）の画像データを生成
すると、相対的にデータ量が少ない画像（例えば、輪郭画像等）の画像データを生成する
場合に比べて、必要な電力量が増大する。
【００７５】
　次に、実施形態２の撮像システムによる画像送信処理について、図４、図８、図９を参
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照して説明する。
　なお、実施形態２の撮像システムによる画像送信処理は、以下に詳細に説明する以外の
点で上記実施形態１の撮像システム１００による画像送信処理と略同様であり、詳細な説
明は省略する。また、通信品質に応じて画像データ処理部１０４がフレーム画像を処理す
る際のフレームレートを変更するものとする。
【００７６】
　即ち、本実施形態の撮像システムは、上記実施形態１の画像送信処理と略同様に、図４
のステップＳ３にて、動画像の記録開始指示が検出されていないと判定されると（ステッ
プＳ３；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、ライブビュー画像送信処理（図８参照）
の実行を制御する（ステップＳ５）。その一方で、動画像の記録開始指示が検出されたと
判定されると（ステップＳ３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、記録した動画像
の送信処理（図９参照）の実行を制御する（ステップＳ６）。
【００７７】
＜ライブビュー画像送信処理＞
　以下に、ライブビュー画像送信処理について図８を参照して説明する。
　図８は、ライブビュー画像送信処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【００７８】
　なお、以下に説明するライブビュー画像送信処理は、以下に詳細に説明する以外の点で
上記実施形態１の撮像システム１００によるライブビュー画像送信処理と略同様であり、
詳細な説明は省略する。
【００７９】
　図８に示すように、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と略同様にして、ステ
ップＳ２１～Ｓ２３の各処理が行われ、ステップＳ２４にて、中央制御部１０１のＣＰＵ
は、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に基づいて処理を分岐させる
（ステップＳ２４）。
【００８０】
＜無線通信の品質が悪い場合＞
　無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４；悪い）、伝送速度を十分に確保
することができない（例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ未満程度となる）ので、携帯端末
２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じ、処理制御部１０８ｂは
、画像データ処理部１０４のフレームレート設定部１０４ｂに、各フレーム画像のＹＵＶ
データの処理タイミングとして、相対的に低速のフレームレート（例えば、１５ｆｐｓ等
）を設定させる（ステップＳ３５１）。また、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部
１０４による相対的に低速のフレームレートでの画像データの生成処理に必要な電圧の電
源部１０９からの印加を指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４ｂにより設定された
相対的に低速のフレームレートに従って、携帯端末２に送信されるライブビュー画像の各
フレーム画像のＹＵＶデータをメモリ１０２に出力する（ステップＳ３５２）。
【００８１】
＜無線通信の品質が良い場合＞
　無線通信の品質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、伝送速度を十分に確保
することができる（例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ以上程度となる）ので、処理制御部
１０８ｂは、画像データ処理部１０４のフレームレート設定部１０４ｂに、各フレーム画
像のＹＵＶデータの処理タイミングとして、相対的に高速のフレームレート（例えば、３
０ｆｐｓ等）を設定させる（ステップＳ３６１）。また、処理制御部１０８ｂは、画像デ
ータ処理部１０４による相対的に高速のフレームレートでの画像データの生成処理に必要
な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４ｂにより設定された
相対的に高速のフレームレートに従って、携帯端末２に送信されるライブビュー画像の各
フレーム画像のＹＵＶデータをメモリ１０２に出力する（ステップＳ３６２）。
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【００８２】
　その後、送信制御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２から画像
データ処理部１０４により生成されたライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータ
を取得させ、当該ＹＵＶデータを所定の無線通信回線を介して携帯端末２に送信させる（
ステップＳ２７）。
【００８３】
　一方、ステップＳ２３にて、携帯端末２との無線接続が解除されたと判定されると（ス
テップＳ２３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１のライブビュー
画像送信処理と略同様に、撮像部１０３による画像の撮像を停止させた後（ステップＳ２
８）、電源部１０９に無線処理部１０７に対する電源供給を停止させる（ステップＳ２９
）。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と
略同様に、図示しない計時部を制御して、無線処理部１０７による次回の起動タイミング
、即ち、外部機器の探索のタイミングを設定する（ステップＳ３０）。
【００８４】
　当該ライブビュー画像送信処理は、終了指示や他の処理（例えば、記録した動画像の送
信処理等）の開始指示が入力されるまで、繰り返し実行される。
【００８５】
＜記録した動画像の送信処理＞
　以下に、記録した動画像の送信処理について図９を参照して説明する。
　図９は、記録した動画像の送信処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【００８６】
　なお、以下に説明する記録した動画像の送信処理は、以下に詳細に説明する以外の点で
上記実施形態１と略同様であり、詳細な説明は省略する。
【００８７】
　図９に示すように、上記実施形態１の記録した動画像の送信処理と略同様にして、ステ
ップＳ３１～Ｓ２３の各処理が行われ、ステップＳ２４にて、中央制御部１０１のＣＰＵ
は、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に基づいて処理を分岐させる
（ステップＳ２４）。
【００８８】
＜無線通信の品質が悪い場合＞
　無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４；悪い）、上記ライブビュー画像
送信処理と同様に、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４のフレームレート設
定部１０４ｂに、各フレーム画像のＹＵＶデータの処理タイミングとして、相対的に低速
のフレームレート（例えば、１５ｆｐｓ等）を設定させる（ステップＳ３５１）。また、
処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に低速のフレームレートで
の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部
１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４ｂにより設定された
相対的に低速のフレームレートに従って、携帯端末２に送信されるライブビュー画像の各
フレーム画像のＹＵＶデータをメモリ１０２に出力する（ステップＳ３５２）。
【００８９】
＜無線通信の品質が良い場合＞
　無線通信の品質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、上記ライブビュー画像
送信処理と同様に、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４のフレームレート設
定部１０４ｂに、各フレーム画像のＹＵＶデータの処理タイミングとして、相対的に高速
のフレームレート（例えば、３０ｆｐｓ等）を設定させる（ステップＳ３６１）。また、
処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に高速のフレームレートで
の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部
１０９に出力する。
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　そして、画像データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４ｂにより設定された
相対的に高速のフレームレートに従って、携帯端末２に送信されるライブビュー画像の各
フレーム画像のＹＵＶデータをメモリ１０２に出力する（ステップＳ３６２）。
【００９０】
　その後、送信制御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２から画像
データ処理部１０４により生成された動画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを取得させ
、当該ＹＵＶデータを所定の無線通信回線を介して携帯端末２に送信させる（ステップＳ
３２）。
【００９１】
　一方、ステップＳ２３にて、携帯端末２との無線接続が解除されたと判定されると（ス
テップＳ２３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１と略同様に、電
源部１０９に無線処理部１０７に対する電源供給を停止させる（ステップＳ２９）。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１の記録した動画像の送信処理と
略同様に、図示しない計時部を制御して、無線処理部１０７による次回の起動タイミング
、即ち、外部機器の探索のタイミングを設定する（ステップＳ３０）。
【００９２】
　当該記録した動画像の送信処理は、終了指示や他の処理（例えば、ライブビュー画像送
信処理等）の開始指示が入力されるまで、繰り返し実行される。
【００９３】
　以上のように、実施形態２の撮像システムによれば、上記実施形態１の撮像システム１
００と略同様に、撮像装置３０１は、通信の品質を考慮して画像データ処理部１０４によ
る処理内容を変更することができ、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
　具体的には、通信品質情報に基づいて、フレームレート設定処理にて設定される各フレ
ーム画像のフレームレートを変更することで、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデ
ータ量を増減させることができ、フレーム画像の無線通信に対する影響の軽減を図ること
ができる。このとき、携帯端末２に送信されるフレーム画像のフレームレートが低速にな
っても、撮像中の画像の状態をユーザはある程度把握することができ、画像の撮像に対す
る影響は軽減される。
【００９４】
　また、通信品質情報に基づいて、色条件設定処理にて設定される各フレーム画像の色に
関連する条件を変更することで、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を増減
させることができ、フレーム画像の無線通信に対する影響の軽減を図ることができる。こ
のとき、携帯端末２に送信されるフレーム画像の色に関連する情報（例えば、色数等）が
少なくなっても、撮像中の画像の状態をユーザはある程度把握することができ、画像の撮
像に対する影響は軽減される。
【００９５】
　また、通信品質情報に基づいて、データ量設定処理にて設定される各フレーム画像のデ
ータ量を変更することで、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を増減させる
ことができ、フレーム画像の無線通信に対する影響の軽減を図ることができる。このとき
、携帯端末２に相対的にデータ量が少ない画像（例えば、輪郭画像等）が送信されても、
撮像中の画像の状態をユーザはある程度把握することができ、画像の撮像に対する影響は
軽減される。
【００９６】
　また、画像データ処理部１０４による処理内容を必要な電力量に応じて制御することで
、例えば、無線通信の品質が相対的に悪い場合であっても無線処理部１０７による安定し
た無線通信に必要な電力を確保することができ、画像の撮像及び無線通信に対する影響の
軽減を図ることができる。
【００９７】
　なお、上記実施形態２では、画像データ処理部１０４は、フレームレート設定部１０４
ｂ、色条件設定部１０４ｃ、画像処理内容設定部１０４ｄを具備するようにしたが、必ず
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しもフレームレート設定部１０４ｂ、色条件設定部１０４ｃ、画像処理内容設定部１０４
ｄの全てを備える必要はなく、何れか一を備えていれば良い。
　また、通信品質情報に基づいて、フレームレート設定処理、色条件設定処理及びデータ
量設定処理を逐次切り替えて実行するようにしても良い。つまり、フレームレート設定処
理、色条件設定処理及びデータ量設定処理の中で、省電力化度合いに応じて何れか一の処
理を選択して実行できる構成として、無線通信の品質に応じて、フレームレート設定処理
、色条件設定処理及びデータ量設定処理を逐次切り替えるようにしても良い。
【００９８】
　また、上記実施形態２では、画像データ処理部１０４が、各フレーム画像のフレームレ
ートを設定するようにしたが、例えば、撮像制御部１０３ｃが、電子撮像部１０３ｂの撮
像領域からフレーム画像を読み出すタイミングを規定する撮像フレームレートを設定する
ようにしても良い。
【００９９】
［実施形態３］
　以下に、実施形態３の撮像システムについて説明する。
　実施形態３の撮像システムを構成する撮像装置４０１（図１０参照）及び携帯端末４０
２（図１１参照）は、それぞれブルートゥース（Bluetooth：登録商標）通信機能を具備
し、情報通信可能に接続される。
【０１００】
　先ず、撮像装置４０１について図１０を参照して説明する。
　図１０は、本発明を適用した実施形態３の撮像システムを構成する撮像装置４０１の概
略構成を示すブロック図である。
　図１０に示すように、実施形態３の撮像装置４０１は、ブルートゥースモジュール（Ｂ
Ｔモジュール）１１２を備えている。
　なお、撮像装置４０１は、以下に詳細に説明する以外の点で上記実施形態１、２の撮像
装置１、３０１と略同様の構成をなし、詳細な説明は省略する。
【０１０１】
　ＢＴモジュール１１２は、通信アンテナ１１２ａを介して外部機器（例えば、携帯端末
４０２等）との間でブルートゥース通信を行うための制御モジュールである。
　また、ＢＴモジュール１１２は、予めペアリングと呼ばれる通信設定処理を行うことで
、互いのデバイス情報や認証鍵のデータが無線信号により通信相手と交換され、その後、
この通信設定処理を毎回行うことなく、この通信相手と自動的に或いは半自動的に通信接
続されたり通信接続が解除されたりするようになっている。例えば、撮像装置４０１と携
帯端末４０２とが電波が届かない範囲に離れれば通信接続が解除される一方で、電波が届
く範囲に近づけば自動的に通信接続される。また、或いは、接続や解除の操作により半自
動的に通信接続されたり解除される。
【０１０２】
　また、ＢＴモジュール１１２は、外部機器との無線通信の品質に係る通信品質情報を取
得する通信品質取得部１１２ｂを具備している。
　通信品質取得部１１２ｂは、外部機器に送信される画像のフレームレートを通信品質情
報として取得する。即ち、通信品質取得部１１２ｂは、例えば、通信アンテナ１１２ａに
より受信される電波の受信信号強度（例えば、RSSI）に応じて変化する伝送速度（例えば
、１０Ｍｂｐｓ等）を所定の時間間隔に取得し、当該伝送速度で所定の解像度（例えば、
ＱＶＧＡ等）の画像データを所定のフォーマットで携帯端末４０２に送信する際のフレー
ムレートを下記式（１）に従って算出して取得する。
　フレームレート＝伝送速度（ｂｐｓ）／８／画像サイズ　…式（１）
　なお、式（１）において、「８」は、ビットレートをバイトで計算するための係数であ
る。また、「画像サイズ」は、画像データの解像度とフォーマットにより規定され、例え
ば、ＲＧＢ５６５形式のフォーマットの場合には、１ピクセルを２バイトで表すため、解
像度がＱＶＧＡでは各フレーム画像の画像サイズは、「３２０＊２４０＊２」となる。
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【０１０３】
　処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１１２ｂにより取得されたフレームレートが所
定値よりも小さくなった場合に、解像度設定処理にて設定される解像度を相対的に低解像
度となるように変更する。即ち、処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１１２ｂにより
取得されたフレームレートが所定値（例えば、７ｆｐｓ等）よりも小さいか否かを所定の
時間間隔で繰り返し判定する。そして、通信品質取得部１１２ｂにより取得されたフレー
ムレートが所定値よりも小さいと判定されると、処理制御部１０８ｂは、上記式（１）に
従って算出されるフレームレートが所定値以上となるように、相対的に低解像度（例えば
、９６＊７２等）の画像データの生成を指示する信号を画像データ処理部１０４に出力す
る。
　つまり、上記式（１）に従ってフレームレートを算出すると、画像サイズを固定した状
態では、伝送速度に応じてフレームレートが可変する。例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ
の場合、解像度がＱＶＧＡの画像データを送信する際には、約８ｆｐｓのフレームレート
で携帯端末４０２に送信することができるが、伝送速度が１Ｍｂｐｓとなると、フレーム
レートが約１／１０（約０．８ｆｐｓ）となってしまう。そこで、処理制御部１０８ｂは
、画像サイズが小さくなるようにフレーム画像の画像サイズを低解像度（例えば、９６＊
７２等）に変更する。これにより、伝送速度が１Ｍｂｐｓであっても、約９ｆｐｓのフレ
ームレートを確保することができる。
【０１０４】
　次に、携帯端末４０２について図１１を参照して説明する。
　図１１は、本発明を適用した実施形態３の撮像システムを構成する携帯端末４０２の概
略構成を示すブロック図である。
　図１１に示すように、実施形態３の携帯端末４０２は、ブルートゥースモジュール（Ｂ
Ｔモジュール）２０９を備えている。
　なお、携帯端末４０２は、以下に詳細に説明する以外の点で上記実施形態１、２の携帯
端末２と略同様の構成をなし、詳細な説明は省略する。
【０１０５】
　ＢＴモジュール２０９は、通信アンテナ２０９ａを介して外部機器（例えば、撮像装置
４０１等）との間でブルートゥース通信を行うための制御モジュールである。なお、ＢＴ
モジュール２０９は、撮像装置４０１に備わるＢＴモジュール１１２と略同様の機能を具
備し、予めペアリングと呼ばれる通信設定処理を行うことで、互いのデバイス情報や認証
鍵のデータが無線信号により通信相手と交換され、その後、この通信設定処理を毎回行う
ことなく、この通信相手と自動的に或いは半自動的に通信接続されたり通信接続が解除さ
れたりするようになっている。
【０１０６】
　次に、実施形態３の撮像システムによる画像送信処理について、図１２を参照して説明
する。
　図１２は、実施形態３の撮像システムによる画像送信処理に係る動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
　なお、実施形態３の撮像システムによる画像送信処理は、ライブビュー画像の撮像や動
画像の記録の際に行われる処理である。
【０１０７】
　即ち、本実施形態の撮像システムは、上記実施形態１の画像送信処理と略同様に、ステ
ップＳ１にて、撮像装置４０１の中央制御部１０１のＣＰＵは、ＢＴモジュール１１２に
より携帯端末４０２のＢＴモジュール２０９と無線通信可能に接続されているか否かを判
定する（ステップＳ４０１）。
　ステップＳ４０１にて、携帯端末４０２と無線通信可能に接続されていないと判定され
ると（ステップＳ４０１；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、ユーザによる操作入力
部１０６の電源ボタンのＯＦＦ操作に対応する電源ＯＦＦ指示が入力されたか否かを判定
する（ステップＳ２）。
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　ここで、電源ＯＦＦ指示が入力されていないと判定されると（ステップＳ２；ＮＯ）、
中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステップＳ４０１に戻し、上記の判定処理を所定の
タイミングで繰り返し実行する（ステップＳ４０１）。
【０１０８】
　そして、ステップＳ４０１にて、携帯端末４０２と無線通信可能に接続されていると判
定されると（ステップＳ４０１；ＹＥＳ）、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０
４ａは、携帯端末４０２に送信されるフレーム画像の画像サイズ（解像度）を基準値（例
えば、解像度がＱＶＧＡの画像サイズ等）に設定する（ステップＳ４０２）。
【０１０９】
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、ＢＴモジュール１１２による携帯端末４０２の
ＢＴモジュール２０９との無線接続が解除されたか否かを判定する（ステップＳ４０３）
。
　ステップＳ４０３にて、携帯端末４０２との無線接続が解除されていないと判定される
と（ステップＳ４０３；ＮＯ）、撮像部１０３は、画像（例えば、ライブビュー画像等）
の撮像を開始する（ステップＳ４０４）。即ち、撮像制御部１０３ｃは、レンズ部１０３
ａにより結像された光学像から電子撮像部１０３ｂにより変換された二次元の画像信号を
、当該電子撮像部１０３ｂの撮像領域から所定の撮像フレームレートで１画面分ずつ読み
出してライブビュー画像の各フレーム画像を生成する。
　続けて、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された画像サイ
ズ（例えば、解像度がＱＶＧＡ等）に従って、各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び
垂直ともに縮小した後、送信制御部１０８ａは、生成された各フレーム画像のＹＵＶデー
タをＢＴモジュールから携帯端末４０２に送信させる（ステップＳ４０５）。
【０１１０】
　次に、通信品質取得部１０７ｂは、ＢＴモジュール１１２と携帯端末４０２のＢＴモジ
ュール２０９との通信品質情報として、携帯端末４０２に送信される画像のフレームレー
トを取得する（ステップＳ４０６）。具体的には、通信品質取得部１０７ｂは、ＢＴモジ
ュール１１２から携帯端末４０２にフレーム画像のＹＵＶデータの画像サイズ及び伝送速
度に基づいて、式（１）に従ってフレームレートを算出して取得する。
　次に、処理制御部１０８ｂは、通信品質取得部１１２ｂにより取得されたフレームレー
トが、予め設定済みの所定値（例えば、７ｆｐｓ等）と等しいか否かを判定する（ステッ
プＳ４０７）。
【０１１１】
　ステップＳ４０７にて、フレームレートが所定値と等しくないと判定されると（ステッ
プＳ４０７；ＮＯ）、処理制御部１０８ｂは、フレームレートが所定値よりも小さいか否
かを判定する（ステップＳ４０８）。
　一方、ステップＳ４０７にて、フレームレートが所定値と等しいと判定されると（ステ
ップＳ４０７；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステップＳ４０３に戻し
、それ以降の各処理の実行を制御する。即ち、携帯端末４０２に送信されるフレーム画像
の画像サイズを基準値に設定した状態のままとなる。
【０１１２】
　ステップＳ４０８にて、フレームレートが所定値よりも小さいと判定されると（ステッ
プＳ４０８；ＹＥＳ）、処理制御部１０８ｂは、画像サイズが基準値よりも小さくなるよ
うに、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０４ａに、各フレーム画像の解像度を相
対的に低解像度（例えば、９６＊７２等）に設定させる（ステップＳ４０９）。これによ
り、例えば、伝送速度が１Ｍｂｐｓとなった場合であっても、上記式（１）に従って算出
されるフレームレートが所定値以上となる。
　一方、ステップＳ４０８にて、フレームレートが所定値よりも小さくないと判定される
と（ステップＳ４０８；ＮＯ）、処理制御部１０８ｂは、画像サイズが基準値となるよう
に、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０４ａに、各フレーム画像の解像度（例え
ば、ＱＶＧＡ等）を設定させる（ステップＳ４１０）。ここで、フレームレートとして所
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定値を確保可能であれば、処理制御部１０８ｂは、画像サイズが基準値よりも大きくなる
ように、解像度設定部１０４ａに、各フレーム画像の解像度（例えば、ＶＧＡ等）を設定
させても良い。
【０１１３】
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステップＳ４０３に戻し、それ以降の各
処理の実行を制御する。
　上記の各処理が、ステップＳ４０３にて、携帯端末４０２との無線接続が解除されたと
判定されるまで（ステップＳ４０３；ＹＥＳ）、繰り返し実行される。つまり、伝送速度
に応じて画像サイズを逐次変更させることで、フレームレートが低下するのを抑制するこ
とができる。
　そして、ステップＳ４０３にて、携帯端末４０２との無線接続が解除されたと判定され
ると（ステップＳ４０３；ＹＥＳ）、画像送信処理が終了する。
【０１１４】
　以上のように、実施形態３の撮像システムによれば、上記実施形態１の撮像システム１
００と略同様に、撮像装置４０１は、通信の品質を考慮して画像データ処理部１０４によ
る処理内容を変更することができ、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
　具体的には、フレームレートが所定値よりも小さくなった場合に、解像度設定処理にて
設定される出力画像の解像度を相対的に低解像度となるように変更するので、携帯端末４
０２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させてフレームレートが低下するのを抑
制することができ、フレーム画像の無線通信に対する影響の軽減を図ることができる。こ
のとき、携帯端末４０２に送信されるフレーム画像の解像度が低くなっても、撮像中の画
像の状態をユーザはある程度把握することができ、画像の撮像に対する影響は軽減される
。
【０１１５】
　また、撮像装置４０１と携帯端末４０２は、ブルートゥースにより情報通信可能に接続
されるので、無線通信の省電力化を図り、画像データ処理部１０４による処理内容が無線
通信の品質によって制約を受け難くすることができる。
【０１１６】
　なお、上記実施形態３にあっては、解像度設定処理にて設定される解像度をフレームレ
ートを基準として変更するようにしたが、例えば、通信アンテナ１１２ａにより受信され
る電波の受信信号強度（例えば、RSSI）を基準としても良い。即ち、受信信号強度（例え
ば、RSSI）と伝送速度は相関関係があるので、例えば、受信信号強度が低下した場合には
、解像度設定処理にて設定される解像度を相対的に低解像度となるように変更しても良い
。
【０１１７】
［実施形態４］
　以下に、実施形態４の撮像システムについて説明する。
　実施形態４の撮像システムを構成する撮像装置５０１は、以下に詳細に説明する以外の
点で上記実施形態１、２の撮像装置１、３０１と略同様の構成をなし、詳細な説明は省略
する。
【０１１８】
　図１３は、本発明を適用した実施形態４の撮像システムを構成する撮像装置５０１の概
略構成を示すブロック図である。
　図１３に示すように、実施形態４の撮像装置５０１は、中央制御部１０１、メモリ１０
２、撮像部１０３、画像データ処理部１０４、記録媒体制御部１０５、操作入力部１０６
、無線処理部１０７、動作制御部１０８、電源部１０９に加えて、被写体種類特定部１１
１を具備している。
【０１１９】
　被写体種類特定部１１１は、撮像部１０３により撮像される被写体の種類を特定する特
定手段を構成している。
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　具体的には、例えば、ユーザによる操作入力部１０６の所定操作に基づいて撮影シーン
を自動的に認識するオートモードが設定されている場合、被写体種類特定部１１１は、撮
像部１０３による被写体の撮像により逐次生成されたライブビュー画像の各フレーム画像
の画像データ（ＹＵＶデータ）をメモリ１０２から取得して、例えば、顔検出処理、エッ
ジ検出処理、特徴抽出処理等の所定の画像認識技術を利用して各フレーム画像から注目被
写体を検出する。そして、被写体種類特定部１１１は、検出された注目被写体に応じてそ
の種類、例えば、「ヒト」、「風景」、「夜景」等を特定する。なお、顔検出処理やエッ
ジ検出処理や特徴抽出処理は、公知の技術であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
　また、例えば、ユーザによる操作入力部１０６の所定操作に基づいてユーザ所望の撮影
モード（例えば、「ヒト」を注目被写体とするモード、「風景」を注目被写体とするモー
ド、「夜景」を注目被写体とするモード等）が設定されている場合、被写体種類特定部１
１１は、設定されている撮影モードの種類に応じて被写体の種類（例えば、「ヒト」、「
風景」、「夜景」等）を特定する。
【０１２０】
　また、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａと、色条件設定部１０４ｃと
、画像処理内容設定部１０４ｄとを具備している。
【０１２１】
　解像度設定部１０４ａは、上記実施形態１と略同様の構成をなし、例えば、ライブビュ
ー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び垂直ともに拡大・縮小する際の倍率を
規定する解像度（例えば、ＶＧＡやＱＶＧＡサイズ等）を設定する。そして、画像データ
処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度に従って各フレーム画像
のＹＵＶデータを生成して、生成された所定の解像度の画像データをメモリ１０２に出力
する。
【０１２２】
　色条件設定部１０４ｃは、上記実施形態２と略同様の構成をなし、例えば、撮像部１０
３から逐次転送されてくるライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対する画
像処理における、色に関連する条件（例えば、色数等）を設定する。そして、画像データ
処理部１０４は、色条件設定部１０４ｃにより設定された色に関連する条件に従って各フ
レーム画像（例えば、相対的に色数の少ない白黒画像等）のＹＵＶデータを生成して、生
成された画像データをメモリ１０２に出力する。
【０１２３】
　画像処理内容設定部１０４ｄは、上記実施形態２と略同様の構成をなし、例えば、撮像
部１０３から逐次転送されてくるライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対
する画像処理の内容（例えば、エッジ抽出処理等）を設定する。そして、画像データ処理
部１０４は、画像処理内容設定部１０４ｄにより設定された画像処理の内容に従って当該
画像処理後の各フレーム画像（例えば、エッジ抽出処理後の輪郭画像等）のＹＵＶデータ
を生成して、生成された画像データをメモリ１０２に出力する。
【０１２４】
　動作制御部１０８の処理制御部１０８ｂは、被写体種類特定部１１１による被写体の種
類の特定結果に応じて、画像データ処理部１０４による画像処理の内容を制御する。具体
的には、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に係る無線通信の品質が
相対的に悪い場合、即ち、伝送速度を十分に確保することができない場合、処理制御部１
０８ｂは、被写体種類特定部１１１による被写体の種類の特定結果に応じて、画像データ
処理部１０４による画像処理の内容を制御する。
【０１２５】
　例えば、被写体種類特定部１１１により被写体の種類として「ヒト」が特定された場合
には、ユーザはフレーム画像内で「ヒト」の存する位置さえ分かれば良いと考えられるの
で、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４により被写体の輪郭部分を表した輪
郭画像を生成させるように制御する。具体的には、処理制御部１０８ｂは、画像データ処
理部１０４による相対的にデータ量が少ない画像（例えば、輪郭画像等）の画像データの
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生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部１０９に出力す
るとともに、相対的にデータ量が少ない画像の画像データの生成を指示する信号を画像デ
ータ処理部１０４に出力する。
　また、例えば、被写体種類特定部１１１により被写体の種類として「風景」が特定され
た場合には、ユーザはフレーム画像内での全体構成が分かれば良いと考えられるので、処
理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による解像度設定処理にて設定される解像
度を相対的に低解像度とするように制御する。具体的には、処理制御部１０８ｂは、画像
データ処理部１０４による相対的に低解像度の画像（例えば、ＱＶＧＡサイズの画像等）
の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源部
１０９に出力するとともに、相対的に低解像度の画像の画像データの生成を指示する信号
を画像データ処理部１０４に出力する。
　また、例えば、被写体種類特定部１１１により被写体の種類として「夜景」が特定され
た場合には、ユーザはフレーム画像内での明るい部分と暗い部分の区別ができれば良いと
考えられるので、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４による色条件設定処理
にて設定される色数を相対的に少なくするように制御する。具体的には、処理制御部１０
８ｂは、画像データ処理部１０４による相対的に色数の少ない画像（例えば、白黒画像等
）の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源
部１０９に出力するとともに、相対的に色数の少ない画像の画像データの生成を指示する
信号を画像データ処理部１０４に出力する。
【０１２６】
　なお、被写体種類特定部１１１により上記以外の被写体の種類が特定された場合には、
処理制御部１０８ｂは、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させるよ
うな、上記以外の各種の処理を画像データ処理部１０４により実行させるように制御する
。
【０１２７】
　次に、実施形態４の撮像システムによる画像送信処理について、図４、図１４、図１５
を参照して説明する。
　なお、実施形態４の撮像システムによる画像送信処理は、以下に詳細に説明する以外の
点で上記実施形態１の撮像システム１００による画像送信処理と略同様であり、詳細な説
明は省略する。
【０１２８】
　即ち、本実施形態の撮像システムは、上記実施形態１の画像送信処理と略同様に、図４
のステップＳ３にて、動画像の記録開始指示が検出されていないと判定されると（ステッ
プＳ３；ＮＯ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、ライブビュー画像送信処理（図１４参照
）の実行を制御する（ステップＳ５）。
【０１２９】
＜ライブビュー画像送信処理＞
　以下に、ライブビュー画像送信処理について図１４及び図１５を参照して説明する。
　図１４は、ライブビュー画像送信処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
また、図１５は、ライブビュー画像送信処理におけるデータ量減少処理に係る動作の一例
を示すフローチャートである。
【０１３０】
　なお、以下に説明するライブビュー画像送信処理は、以下に詳細に説明する以外の点で
上記実施形態１の撮像システム１００によるライブビュー画像送信処理と略同様であり、
詳細な説明は省略する。
【０１３１】
　図１４に示すように、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と略同様にして、ス
テップＳ２１～Ｓ２３の各処理が行われ、ステップＳ２４にて、中央制御部１０１のＣＰ
Ｕは、通信品質取得部１０７ｂにより取得された通信品質情報に基づいて処理を分岐させ
る（ステップＳ２４）。
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【０１３２】
＜無線通信の品質が悪い場合＞
　無線通信の品質が相対的に悪い場合（ステップＳ２４；悪い）、伝送速度を十分に確保
することができない（例えば、伝送速度が１０Ｍｂｐｓ未満程度となる）ので、携帯端末
２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させる必要が生じる。この場合には、撮像
装置５０１は、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させるデータ量減
少処理を実行する（ステップＳ５０；図１５参照）。
【０１３３】
　以下に、データ量減少処理について、図１５を参照して詳細に説明する。
　図１５に示すように、先ず、被写体種類特定部１１１は、撮像部１０３により撮像され
る被写体の種類を特定する（ステップＳ５０１）。具体的には、被写体種類特定部１１１
は、例えば、ユーザによる操作入力部１０６の所定操作に基づいて設定されているユーザ
所望の撮影モード（例えば、「ヒト」を注目被写体とするモード、「風景」を注目被写体
とするモード、「夜景」を注目被写体とするモード等）の種類に応じて、被写体の種類（
例えば、「ヒト」、「風景」、「夜景」等）を特定する。
【０１３４】
　次に、処理制御部１０８ｂは、被写体種類特定部１１１による被写体の種類の特定結果
に応じて処理を分岐させる（ステップＳ５０２）。具体的には、処理制御部１０８ｂは、
被写体の種類として「ヒト」が特定された場合（ステップＳ５０２；ヒト）、処理をステ
ップＳ５３１に移行させ、また、被写体の種類として「風景」が特定された場合（ステッ
プＳ５０２；風景）、処理をステップＳ５４１に移行させ、また、被写体の種類として「
夜景」が特定された場合（ステップＳ５０２；夜景）、処理をステップＳ５５１に移行さ
せる。
【０１３５】
＜被写体の種類；ヒト＞
　無線通信の品質が相対的に悪い状況下で被写体の種類として「ヒト」が特定された場合
（ステップＳ５０２；ヒト）、フレーム画像内で「ヒト」の存する位置をユーザに認識さ
せさえすれば良いので、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４の画像処理内容
設定部１０４ｄに、各フレーム画像のＹＵＶデータに対する画像処理の内容をエッジ抽出
処理に設定させる（ステップＳ５３１）。また、処理制御部１０８ｂは、画像処理内容設
定部１０４ｄにより設定されたエッジ抽出処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を
指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、画像処理内容設定部１０４ｄにより設定された画
像処理の内容に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対してエッジ
抽出処理を施して輪郭画像の画像データを生成してメモリ１０２に出力する（ステップＳ
５３２）。
【０１３６】
＜被写体の種類；風景＞
　無線通信の品質が相対的に悪い状況下で被写体の種類として「風景」が特定された場合
（ステップＳ５０２；風景）、フレーム画像内での全体構成をユーザに認識させさえすれ
ば良いので、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４の解像度設定部１０４ａに
、各フレーム画像のＹＵＶデータの解像度としてＱＶＧＡサイズを設定させる（ステップ
Ｓ５４１）。また、処理制御部１０８ｂは、解像度設定部１０４ａによる相対的に低解像
度の画像データの生成処理に必要な電圧の電源部１０９からの印加を指示する信号を電源
部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａにより設定された解像度（
ＱＶＧＡサイズ）に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータを水平及び
垂直ともに縮小して、ＱＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ１０２に出力する
（ステップＳ５４２）。
【０１３７】
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＜被写体の種類；夜景＞
　無線通信の品質が相対的に悪い状況下で被写体の種類として「夜景」が特定された場合
（ステップＳ５０２；風景）、フレーム画像内での明るい部分と暗い部分をユーザに認識
させさえすれば良いので、処理制御部１０８ｂは、画像データ処理部１０４の色条件設定
部１０４ｃに、色に関連する条件として、各フレーム画像のＹＵＶデータに対する画像処
理の内容を二値化処理に設定させる（ステップＳ５５１）。また、処理制御部１０８ｂは
、色条件設定部１０４ｃにより設定された二値化処理に必要な電圧の電源部１０９からの
印加を指示する信号を電源部１０９に出力する。
　そして、画像データ処理部１０４は、色条件設定部１０４ｃにより設定された色に関連
する条件に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵＶデータに対して二値化処理
を施して白黒画像の画像データを生成してメモリ１０２に出力する（ステップＳ５５２）
。
【０１３８】
　これにより、データ量減少処理が終了し、中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステッ
プＳ２７（図１４参照）に移行させる。
【０１３９】
＜無線通信の品質が良い場合＞
　無線通信の品質が相対的に良い場合（ステップＳ２４；良い）、処理制御部１０８ｂは
、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と略同様に、画像データ処理部１０４の解
像度設定部１０４ａに、各フレーム画像のＹＵＶデータの解像度としてＶＧＡサイズを設
定させる（ステップＳ２６１）。画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａによ
り設定された解像度（ＶＧＡサイズ）に従ってライブビュー画像の各フレーム画像のＹＵ
Ｖデータを水平及び垂直ともに縮小して、ＶＧＡサイズのＹＵＶデータを生成してメモリ
１０２に出力する（ステップＳ２６２）。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、処理をステップＳ２７に移行させる。
【０１４０】
　ステップＳ２７では、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と略同様に、送信制
御部１０８ａは、無線処理部１０７を制御して、メモリ１０２から画像データ処理部１０
４により生成されたライブビュー画像の所定の解像度の各フレーム画像のＹＵＶデータを
取得させ、当該ＹＵＶデータを所定の無線通信回線を介して携帯端末２に送信させる（ス
テップＳ２７）。
【０１４１】
　一方、ステップＳ２３にて、携帯端末２との無線接続が解除されたと判定されると（ス
テップＳ２３；ＹＥＳ）、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１のライブビュー
画像送信処理と略同様に、撮像部１０３による画像の撮像を停止させた後（ステップＳ２
８）、電源部１０９に無線処理部１０７に対する電源供給を停止させる（ステップＳ２９
）。
　その後、中央制御部１０１のＣＰＵは、上記実施形態１のライブビュー画像送信処理と
略同様に、図示しない計時部を制御して、無線処理部１０７による次回の起動タイミング
、即ち、外部機器の探索のタイミングを設定する（ステップＳ３０）。
【０１４２】
　当該ライブビュー画像送信処理は、終了指示や他の処理（例えば、記録した動画像の送
信処理等）の開始指示が入力されるまで、繰り返し実行される。
【０１４３】
　以上のように、実施形態４の撮像システムによれば、上記実施形態１の撮像システム１
００と略同様に、撮像装置５０１は、通信の品質を考慮して画像データ処理部１０４によ
る処理内容を変更することができ、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
このとき、撮像装置５０１は、被写体の種類に応じて画像データ処理部１０４による処理
内容を制御するので、無線通信の品質が相対的に悪い状況下であっても、撮像中の画像の
状態をユーザにある程度把握させることができ、例えば、シャッタータイミングを逃して
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しまうといった画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
　具体的には、被写体として「ヒト」が特定された場合に、画像データ処理部１０４によ
り被写体の輪郭部分を表した輪郭画像を生成させるので、携帯端末２に送信されるフレー
ム画像のデータ量を減少させつつもフレーム画像内で被写体である「ヒト」の存する位置
をユーザに認識させることができる。また、被写体として「風景」が特定された場合に、
画像データ処理部１０４により相対的に低解像度の画像の画像データを生成させるので、
携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させつつもフレーム画像内での全
体構成をユーザに認識させることができる。また、被写体として「夜景」が特定された場
合に、画像データ処理部１０４により相対的に色数の少ない画像の画像データを生成させ
るので、携帯端末２に送信されるフレーム画像のデータ量を減少させつつもフレーム画像
内での明るい部分と暗い部分をユーザに認識させることができる。
【０１４４】
　なお、上記実施形態４では、画像データ処理部１０４は、解像度設定部１０４ａ、色条
件設定部１０４ｃ、画像処理内容設定部１０４ｄを具備するようにしたが、必ずしも解像
度設定部１０４ａ、色条件設定部１０４ｃ、画像処理内容設定部１０４ｄの全てを備える
必要はなく、何れか一を備えていれば良い。
【０１４５】
　また、本発明は、上記実施形態１～４に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。例えば、所定の通信回線
として、無線通信回線を例示して説明したが、撮像装置１（３０１、４０１、５０１）と
携帯端末２（４０２）とを有線ケーブル等により接続して通信を行う有線通信回線であっ
ても良い。即ち、撮像装置１と携帯端末２とを接続する有線ケーブルの各種条件（例えば
、長さ、太さ、材質等）によって、ノイズ量が変化すると考えられるため、通信品質に影
響を及ぼすこととなる。
【０１４６】
　また、撮像装置１の構成は、上記実施形態に例示したものは一例であり、これらに限ら
れるものではない。さらに、画像処理装置として、撮像装置１（３０１、４０１、５０１
）を例示したが、これらに限られるものではない。
【０１４７】
　更に、上記実施形態では、画像データ処理部１０４の制御処理を説明したが、撮像部１
０３における撮像制御部１０３ｃについて制御を行うようにしても良い。
　即ち、通信の品質を考慮して電子撮像部１０３ｂにて撮像（受光）する撮像（受光）面
積そのものを制御しても良いし、ゲイン補正の強度や感度調整を行なうようにしても良い
。また、画像データを掃き出す周期そのものを調整させるようにしてもよい。
　このような構成とすることで、画像データ処理部１０４に対する制御を複雑化させるこ
となく、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
【０１４８】
　また、上記実施形態では、主として撮像装置１（３０１、４０１、５０１）による制御
処理を説明したが、携帯端末２（４０２）が主体的に制御を行うようにしても良い。
　即ち、無線処理部２０３（或いは、ＢＴモジュール）が、撮像装置１（４０１）から送
信される所定の処理が施された画像を受信するとともに、所定の通信回線を介した当該端
末本体と撮像装置１との通信の品質に係る通信品質情報を取得し、当該通信品質情報に基
づいて、撮像装置１の撮像に係る動作内容又は撮像装置１の撮像部１０３により撮像され
る画像に対する処理内容を変更するための制御指示を所定の通信回線を介して撮像装置１
に送信させるように構成しても良い。
　このような構成とすることで、通信の品質を考慮して、撮像の際の撮像装置１の撮像制
御部１０３ｃの動作内容や画像データ処理部１０４による処理内容を変更することができ
、画像の撮像に対する影響の軽減を図ることができる。
【０１４９】
　加えて、上記実施形態にあっては、送信制御手段、取得手段、処理制御手段としての機
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能を、中央制御部１０１の制御下にて、送信制御部１０８ａ、通信品質取得部１０７ｂ、
処理制御部１０８ｂが駆動することにより実現される構成としたが、これに限られるもの
ではなく、中央制御部１０１のＣＰＵによって所定のプログラム等が実行されることによ
り実現される構成としても良い。
　即ち、プログラムを記憶するプログラムメモリ（図示略）に、送信制御処理ルーチン、
取得処理ルーチン、処理制御処理ルーチンを含むプログラムを記憶しておく。そして、送
信制御処理ルーチンにより中央制御部１０１のＣＰＵを、処理手段により逐次処理された
画像を通信手段により所定の通信回線を介して外部機器に送信させる送信制御手段として
機能させるようにしても良い。また、取得処理ルーチンにより中央制御部１０１のＣＰＵ
を、通信手段による所定の通信回線を介した外部機器との通信の品質に係る通信品質情報
を取得する取得手段として機能させるようにしても良い。また、処理制御処理ルーチンに
より中央制御部１０１のＣＰＵを、取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、
撮像手段の動作内容又は処理手段による処理内容を制御する処理制御手段として機能させ
るようにしても良い。
【０１５０】
　さらに、上記の各処理を実行するためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可
能な媒体として、ＲＯＭやハードディスク等の他、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリ
、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体を適用することも可能である。また、プログラムのデ
ータを所定の通信回線を介して提供する媒体としては、キャリアウェーブ（搬送波）も適
用される。
【０１５１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
　＜請求項１＞
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、
　撮像手段により撮像される画像を逐次処理する処理手段と、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる送信制御手段と、
　前記通信手段による前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通
信品質情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容又は
前記処理手段による処理内容を制御する処理制御手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
　＜請求項２＞
　前記処理手段は、出力画像の解像度を設定する解像度設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記通信品質情報に基づいて、前記処理手段による前記解像度設
定処理にて設定される解像度を変更することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
　＜請求項３＞
　前記通信品質情報は、前記外部機器に送信される画像のフレームレートを含み、
　前記処理制御手段は、前記フレームレートが所定値よりも小さくなった場合に、前記処
理手段による前記解像度設定処理にて設定される解像度を相対的に低解像度となるように
変更することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
　＜請求項４＞
　前記処理手段は、前記撮像手段により撮像される画像のフレームレートを設定するフレ
ームレート設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記通信品質情報に基づいて、前記処理手段による前記フレーム
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レート設定処理にて設定されるフレームレートを変更することを特徴とする請求項１に記
載の撮像装置。
　＜請求項５＞
　前記処理手段は、出力画像の色に関連する条件を設定する色条件設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記通信品質情報に基づいて、前記処理手段による前記色条件設
定処理にて設定される色に関連する条件を変更することを特徴とする請求項１に記載の撮
像装置。
　＜請求項６＞
　前記処理制御手段は、前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記処
理手段による処理内容を前記外部機器に送信される画像のデータ量に応じて制御すること
を特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の撮像装置。
　＜請求項７＞
　前記処理制御手段は、前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記処
理手段による処理内容を必要な電力量に応じて制御することを特徴とする請求項１～６に
記載の撮像装置。
　＜請求項８＞
　被写体の種類を特定する特定手段を更に備え、
　前記処理制御手段は、前記特定手段による特定結果に応じて、前記処理手段による処理
内容を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
　＜請求項９＞
　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体としてヒトが特定された場合に、前記
処理手段により被写体の輪郭部分を表した輪郭画像を生成させるように制御することを特
徴とする請求項８に記載の撮像装置。
　＜請求項１０＞
　前記処理手段は、出力画像の解像度を設定する解像度設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体として風景が特定された場合に、前記
処理手段による前記解像度設定処理にて設定される解像度を相対的に低解像度とするよう
に制御することを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
　＜請求項１１＞
　前記処理手段は、出力画像の色に関連する条件を設定する色条件設定処理を実行し、
　前記処理制御手段は、前記特定手段により被写体として夜景が特定された場合に、前記
処理手段による前記色条件設定処理にて設定される色数を相対的に少なくするように制御
することを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
　＜請求項１２＞
　所定の通信回線を介して撮像装置と接続された携帯端末であって、
　前記撮像装置から送信される所定の処理が施された画像を受信する通信手段と、
　前記通信手段による前記所定の通信回線を介した当該端末本体と前記撮像装置との通信
の品質に係る通信品質情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像装置の撮像に係る動
作内容又は前記撮像装置の撮像手段により撮像される画像に対する処理内容を変更するた
めの制御指示を前記通信手段により前記所定の通信回線を介して前記撮像装置に送信させ
る送信制御手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末。
　＜請求項１３＞
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置を用いた撮像方法であって、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる処理と、
　前記通信手段による前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通
信品質情報を取得する処理と、
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　取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容又は前記処理手段による
処理内容を制御する処理と、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
　＜請求項１４＞
　所定の通信回線を介して接続された外部機器と通信する通信手段と、撮像手段により撮
像される画像を逐次処理する処理手段と、を備える撮像装置のコンピュータを、
　前記処理手段により逐次処理された画像を前記通信手段により前記所定の通信回線を介
して前記外部機器に送信させる送信制御手段、
　前記通信手段による前記所定の通信回線を介した前記外部機器との通信の品質に係る通
信品質情報を取得する取得手段、
　前記取得手段により取得された通信品質情報に基づいて、前記撮像手段の動作内容又は
前記処理手段による処理内容を制御する処理制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【０１５２】
１００　　撮像システム
１、３０１、４０１、５０１　撮像装置
１０１　　中央制御部
１０３　　撮像部
１０４　　画像データ処理部
１０７　　無線処理部
１０７ｂ　通信品質取得部
１０８　　動作制御部
１０８ａ　送信制御部
１０８ｂ　処理制御部
１１１　　被写体種類特定部
１１２　　ＢＴモジュール
１１２ｂ　通信品質取得部
２、４０２　携帯端末
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